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第 2 編 社会情勢の変化と 森林・ 木材と の関わり  

 

１ ． 木材価格の下落 

 

○ス ギ・ ヒ ノ キの素材（ 丸太） 価格は、 外国産木材輸入の完全自由化や住宅の建築様式の変化に

よ る 需要の減少などによ り 、昭和 55（ 1980）年をピーク に下落し ま し た。その後、令和 3（ 2021）

年にいわゆる ウ ッ ド ショ ッ ク によ る 国産材の需要の高ま り 等を受けて上昇し 、 令和 6（ 2024）

年にかけては下落傾向にある も のの、 価格上昇前の令和 2（ 2020） 年よ り も 高い状況にあり ま

す。  

 

○こ のよ う な状況下において、 森林の多面的機能を発揮さ せる ためには、 新たな森林環境管理に

取り 組むと と も に、こ れま で以上に、施業の集約化や路網の整備などによ り 生産効率を高めて、

林業・ 木材産業を持続的に発展さ せる こ と が必要です。  

 

 

 

 

【 我が国の木材価格の推移】  

 

 

 

 

 

 

 

【 出典： 農林水産省「 木材需給報告書」、 日本銀行「 企業物価指数」】  
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２ ． 災害の発生（ 地球温暖化）  

 

○土砂の流出や崩壊などの災害は、一度に降る 雨の量が多く なる こ と で発生のリ ス ク が高ま る と

考えら れていま す。 近年、 日本では 1 時間降水量 80mm 以上の年間発生回数が増加傾向にあ

り 、令和 6(2024)年 9 月奥能登豪雨、令和 5(2023)年 6,7 月豪雨、令和 4(2022)年 9 月台風 14,15

号豪雨、 令和 3(2021)年 7,8 月豪雨、 令和 2(2020)年 7 月豪雨、 平成 30（ 2018） 年 7 月豪雨、

平成 29（ 2017） 年 7 月九州北部豪雨、 平成 27（ 2015） 年 9 月関東・ 東北豪雨、 平成 26(2014)

年 8 月豪雨などによ り 大き な災害が発生し ま し た。 本県においても 平成 23(2011)年 9 月に記

録的な豪雨にみま われ、 紀伊半島大水害が発生し ま し た。  

 

○こ れら の豪雨災害の背景には、地球温暖化によ る 海水温度の上昇などの影響がある と 考えら れ

ており 、 地球温暖化の進行に伴い、 豪雨災害のリ ス ク は今後更に高ま る こ と が予測さ れていま

す。  

 

○令和 2（ 2020） 年 10 月、 政府は 2050 年ま でに温室効果ガス の排出を全体と し てゼロ にする 、

カーボンニュ ート ラ ルを目指すこ と を宣言し ま し た。カーボンニュ ート ラ ルを達成する ために

は、 化石燃料・ 産業分野での排出量削減だけではなく 、 農林業・ 土地利用分野での吸収の貢献

が必要と なり ま す。 令和 3（ 2021） 年 10 月に閣議決定し た地球温暖化対策計画においては、

我が国の温室効果ガス 排出量を 2030 年度に 46％削減（ 2013 年度比）、 そのう ち 2.7％を森林

吸収量で確保する よ う 目標が引き 上げら れま し た。  

 

○こ のよ う なこ と から 、 災害防止、 温暖化対策に寄与する ためにも 、 森林の整備、 環境管理に積

極的に取り 組み、 森林の持つ公益的機能を発揮さ せる 必要性が一層高ま っていま す。  

 

【 1 時間降水量 80m m 以上の年間発生回数（ 全国）】  

 

【 出典： 気象庁】  
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3． 森林機能の低下（ 施業放置）  

 

○本県は、 低標高地から 高標高地ま での多様な植生を有し ており 、 照葉樹林、 落葉広葉樹林、 亜

高山帯針葉樹林などの森林が成立する 一方、 戦後の拡大造林によ り 植えら れたス ギ・ ヒ ノ キの

人工林が多く 存在し ていま す。 森林は、 水源のかん養、 山地災害の防止、 土壌の保全、 生物多

様性の保全など公益的な機能をも っており 、 こ れら の機能は県民の生活・ 経済にと ってなく て

はなら ないも のと なっていま す。  

 

○例えば、 森林の樹木の根が土砂や岩石等を固定する こ と で、 土砂の崩壊を防いでいる ほか、 そ

の表土が下草や低木、 落葉等によ って覆われる こ と で、 雨水等によ る 土壌の浸食や流出を防ぐ

機能を果たし ています。 人が植栽し た人工林においては、 間伐等の施業が適切に実施さ れる こ

と で、 樹木と その根が健全に成長 し 、 林内に光が差し 込み、 林床に様々な植物が生育する など

によ り 、 土砂の崩壊や流出を防止する 機能が向上し ていま す。  

 

○し かし 、 長 引く 林業の不振、 担い手の減少等によ り 、 適切に管理さ れていない森林（ 施業放置

森林） が多く 見ら れる よ う になり ま し た。 こ のま ま 、 管理さ れない状況が続く と 、 森林の持つ

公益的機能が低下し 、 山地災害だけではなく 、 下流域における 洪水等の被害も 増加する 恐れが

あり ま す。  

 

○森林の持つ公益的機能の持続的な発揮を実現する ためには、林業の生産性向上によ る 収益性の

向上や担い手の育成を図る と と も に、 新たな森林環境管理制度のも と 、 望ま し い森林の姿に誘

導する など、 健全な状態が維持さ れていく こ と が必要です。  

 

 

 

【 奈良県の森林整備（ 間伐） 面積の推移】     【 奈良県の森林の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【 出典： 奈良県県産材利用推進課調べ】       【 出典： 奈良県森林環境課調べ R6.4.1】  
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4． 林業就業者の減少  

〇県内の林業従事者数は、 平成 2（ 1990） 年度には 2,646 人でし たが、 その後減少が続き 、 令和

2（ 2020） 年度には 550 人と なっていま す。 ま た、 林業従事者の平均年齢は、 平成２ （ 1990）

年度から 平成 27（ 2015） 年度は 56～58 歳で推移し ていまし たが、 高齢者層を中心に減少を続

け、令和 2（ 2020）年度は 53 歳と なっています。さ ら に、県内の新規就業者数は、平成 29(2017)

年度には 14 人に落ち込みま し たが、令和 4(2022)・ 5(2023)年度は 34 人と 増加し 、令和 6(2024)

年度は 27 人と なっていま す。  

○賃金や通勤その他の就業条件等の課題があり 、山村地域における 過疎化に歯止めはかかってい

ま せん。 林業従事者の確保は、 定住の促進等によ る 山村の振興や、 こ れから の森林環境管理、

木材の安定供給を進めていく う えでの大き な課題と なっており 、社会全体で人口が減少する な

かにおいても 、 対応し ていく 必要があり ま す。  

 

○ま た、 森林整備について、 自ら 実施でき る 森林所有者が減少し 、 今後は森林所有者から 委託を

受ける 林業事業体が担う こ と が想定さ れま す。 し かし ながら 、長 引く 林業の不振等から 経営改

善の意欲が低下し「 認定事業体※」 の数も 減少傾向にあり 、 平成 27(2015)年度に 53 事業体で

あったも のが、 令和 6(2024)年度は 44 事業体と なっていま す。  

 

○林業従事者を確保し 、 森林の環境管理、 木材の安定供給を実現し ていく ため、 地域の中核と な

る よ う な林業事業体を増加さ せていく 必要があり ま す。  

 

※認定事業体… 林業労働力の確保の促進に関する 法律（ 平成 8 年法律第 45 号） に基づき 、 労働環境の改善、 募集

方法の改善、 その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を 一体的に図

る ために必要な措置についての計画（ 改善計画） を 作成し 知事の認定を 受けた林業事業体 

 

【 年齢層階級別林業従事者数およ び平均年齢の推移】   【 新規就業者数の推移】  

 

 

 

 

 

 

【 認定事業体数の推移】  

 

【 出典： 国勢調査】  

 

 

 

 
【 出典： 奈良県県産材利用推進課調べ】  
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5． 小規模な所有形態 

 

○本県では、 保有面積 5ha 未満の林家が約 9 割を占める など、 森林の所有形態が小規模・ 分散し

ており 、林業の基盤と なる 路網整備が遅れたり 、伐採搬出作業が非効率になったり し ていま す。

そのため、 森林整備の実施に当たっては、 隣接する 複数の森林所有者が所有する 森林を取り ま

と めて、 一体的に施業を実施する 「 施業の集約化」 を進める 必要があり ま す。  

 

○し かし 、森林の所在する 市町村以外に居住する 不在村者が所有する 森林の割合が 49％と 高く 、

さ ら に森林所有者の世代交代、 高齢化によ る 地域の森林の精通者の減少などによ り 、 所有者や

境界が不明な森林が増加し ていま す。 こ のよ う な状況のなかで、 所有者から 施業実施の同意を

得る こ と が困難になり つつあり ま す。  

 

○こ う し た課題に対応する ためには、 森林境界の明確化や、 森林資源情報の整備・ 活用が喫緊の

課題と なっていま す。  

 

【 奈良県内の森林所有形態】  

 

【 出典： 県森林環境課調べ（ 令和 7 年 4 月）】  

 

【 在村者・ 不在村者別私有林面積】  

 

【 出典： 農林水産省「 農林業センサス 2005」  

なお、「 2010 年世界農林業センサス 」 以降こ の統計項目は削除さ れた】  
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6． 森林環境に対する 意識の高ま り  

 

○平成 27（ 2015） 年 9 月の国連サミ ッ ト において、 豊かさ を追求し ながら 地球環境を守り 、 そ

し て「 誰一人取り 残さ ない」 こ と を掲げ、 環境保全、 経済活動の発展、 社会の向上を統合的に

実現する ための世界共通の普遍的な目標と し て、「 持続可能な開発目標」（ SDGs ： Sustainable 

Development Goals） が採択さ れま し た。 森林については、 SDGs の目標 15「 陸の豊かさ も 守

ろう 」 に「 持続可能な森林の経営」 が掲げら れている ほか、 様々な目標に関連し ていま す。  

 

○さ ら に、 令和 4（ 2022） 年 12 月には生物多様性条約第 15 回締約国会議（ COP15） で「 昆明・

モント リ オール生物多様性枠組」 が採択さ れ、 2030 年ま でに生物多様性の損失を止め、 反転

さ せ、 回復軌道に乗せる ための緊急の行動をと る と いう 目標が掲げら れま し た。  

 

○ま た、 奈良県森林環境税県民等意識調査（ 令和 6（ 2024） 年度実施） においても 、「 環境問題」

や「 都市と 山村の地域格差」、「 過疎問題」 への関心は高く 、 企業の CSR 活動でも 森林分野で

の様々な取組が広がっていま す。  

 

【 SDGs 17 のアイ コ ン 】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 出典： 国際連合広報セン タ ーWEB サイ ト 】  

 

【 奈良県森林環境税県民等意識調査（ 令和 6 年度実施）】  
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7． 公的管理の必要性の高ま り  

 

○森林は公益的機能を有し 、 県民は森林から 多く の恩恵を受けている こ と から 、 その機能が持続的

かつ高度に発揮さ れる こ と が望ま れま す。 従来、 私有人工林においては、 旺盛な木材需要のも と 森

林所有者によ る 林業生産活動を通じ て、 自ずと 森林整備が進み、 その結果と し て森林の公益的機能

が発揮さ れる こ と が期待さ れていま し た。  

 

○し かし 、 こ のよ う に森林の公益的機能を支えてき た林業は、 採算性の悪化等から 停滞し 、 森林所

有者自ら によ る 十分な森林整備が行われない人工林が増加し ていま す。 こ のま ま 推移すれば、 森林

の公益的機能の発揮にも 支障を来すこ と が懸念さ れる 状況と なっていま す。  

 

○そのよ う ななか、 森林の多面的機能を将来にわたって持続的に発揮さ せる ため、 森林経営を自

ら 行う こ と が難し い森林所有者に代わり 公的機関が森林を管理する「 森林の公的管理」 の必要

性が高ま っていま す。  

 

○平成 31（ 2019） 年 4 月には「 森林経営管理法」 が施行さ れ、「 森林環境譲与税」 が創設さ れる

など 、 森林の公的管理に向けた体制整備が進めら れま し た。  

 

○さ ら に、 本県独自の取組と し て、 令和 2（ 2020） 年 4 月には「 森林と 人と の恒久的な共生」 を

目的と し た「 森と 人の共生条例」 を施行し 、 森林の多面的機能を高度に発揮する 新たな森林環

境管理制度の推進に取り 組んでいま す。  
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8． 住宅着工の減少 

 

○全国の新設住宅着工戸数は、平成 2(1990)年の 170 万戸をピーク に減少が続き 、平成 21(2009)

年にはピーク 時の約 46％の 79 万戸ま で減少し ま し た。 その後はピーク 時の約 56％の 95 万戸

前後で推移し ていまし たが、 令和 6 年度は再び 79 万戸と なっていま す。  

 

○本県の新設住宅着工戸数は、 平成元（ 1989） 年の 18 千戸をピーク に減少が続き 、 令和 6 年度

はピ ーク 時の約 31％の 56 百戸と なっていま す。  

 

○一方、 木造率（ 住宅着工戸数に占める 木造住宅の割合） は、 全国、 本県と も 、 平成 21(2009)年

に上昇し て以降は、 ほぼ横ばいと なっていま す（ 全国： 55％前後、 本県： 70％前後）。 こ のよ

う に、 木造住宅は一定数の需要が見込める こ と から 、 引き 続き 、 住宅は県産材需要に大き なウ

ェ イ ト を占める 分野になる も のと 考えら れま す。  

 

○し かし ながら 、 人口減少が進み、 空き 家増加問題が指摘さ れる なか、 今後、 新設住宅着工戸数

に大き な増加を見込むこ と はでき ま せん。 こ のため、 県産材の需要拡大を図る ためには、 住宅

以外の分野や住宅リ フォ ームに対応する 製品開発・ 販路開拓を図る 必要があり ま す。  

 

【 新設住宅着工戸数の推移（ 全国）】

 

 【 新設住宅着工戸数の推移（ 奈良県）】                   

  

【 出典： 国土交通省 住宅着工統計】       
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9． 製材工場の減少 

 

○全国の製材工場数（ 集成材工場を除く ） は、 3,749 工場（ 令和 5（ 2023） 年） と なっており 、

ピーク 時（ 昭和 43(1968)年 25,130 工場） の 15％に減少し ていま す。 こ れに対し て、 本県の製

材工場数の減少割合は、 ピーク 時の 24％（ 昭和 49(1974)年： 557 工場→令和 5(2023)年： 136

工場） で、 全国に比べる と 減少割合は小さ いも のの、 全体の 71％を占める 出力数 75ｋ W 未満

の小規模な製材工場は、 20％（ 昭和 49（ 1974） 年： 476 工場→令和 5（ 2023 年： 97 工場） と

なっていま す。  

 

○ま た、 本県の製材工場には、 年間 10 万㎥以上の製品を取り 扱う 大規模工場はなく 、 製材用動

力の出力階層別製材品出荷量割合（ 令和 5(2023)年） では、 出力数 75ｋ W 未満の小規模工場

が全体出荷量の約 23％を占め、 全国ベース の約 4％よ り も 大き な割合と なっていま す。  

 

○こ う し た現状から 、 ス ケールメ リ ッ ト が働かず設備投資が難し い小規模工場では、 製材工場間

の連携などの効率化や、 内装材・ 特注材など、 意匠性・ 地域性の高い製品の提供を行い、 中大

規模工場では、 JAS 認証材や構造材など、 規格化さ れた製品を大量生産する など、 両者の役割

や強みを活かし ながら 、 地域性や市場ニーズに応じ た連携体制を築く こ と が必要です。  

 

【 製材用動力の出力階層別工場数の推移（ 奈良県）】  

 

【 出典： 農林水産省 木材統計】  

 

【 製材用動力の出力階層別製材品出荷量割合（ 令和 5 年）】  

 

【 出典： 農林水産省 木材統計】    
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10． 製材品出荷額の減少 

 

○全国の製材品出荷額は、 平成 21(2009)年以降、 緩やかに増加し 、 令和 2(2020)年から 令和

4(2022)年にかけて、 コ ロ ナ禍における ウ ッ ド ショ ッ ク の影響によ り 、 国産材の需要が高ま り

大幅に増加し ま し た。 令和 5(2023)年はウ ッ ド ショ ッ ク の影響が落ち着き つつある こ と から 減

少し ま し たが、 平成 21（ 2009） 年の約 2 倍にあたる 7,460 億と なっています。 こ れは、 住宅

部材と し て、 品質・ 性能の確かな付加価値の高い人工乾燥材が、 令和 5(2023)年では、 平成

21(2009)年の約 1.8 倍の量が出荷さ れる など、単価の高い製材品の需要が全国的に大き く 増加

し たこ と や物価の高騰によ る 影響が考えら れま す。  

 

○本県の製材品出荷額は、平成 21(2009)年以降、緩やかに減少し 、令和 5(2023)年は平成 21（ 2009）

年の約 75% にあたる 75 億円と なっていま す。 こ の原因と し て、 令和 5(2023)年の付加価値の

高い人工乾燥材の出荷量が、 平成 21（ 2009） 年に比べて約 9 割に減少し 、 全出荷額の減少に

影響を及ぼし たこ と が考えら れま す。  

 

○今後、 本県の木材産業の活性化には、 人工乾燥材や JAS 認証材などの品質・ 性能・ 価格が「 見

える 化」 さ れた付加価値の高い競争力のある 製材品の供給量を伸ばすこ と が求めら れま す。  

【 製材品出荷額指数の推移】  

 

【 出典： 経済産業省 工業統計調査(~ R2)、 経済構造実態調査(R3~ )】  

【 人工乾燥材出荷量指数の推移】  

 

【 出典： 農林水産省 木材統計】  
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11． 木材利用に対する 意識 

○令和 5(2023)年 10 月に内閣府が実施し た「 森林と 生活に関する 世論調査」 によ る と 、 様々な

建物や製品に木材を利用すべき かと の問いに、「 利用すべき である 」 と 回答し た人の割合は約

90％でし た。その理由と し て、「 触れた時に温も り が感じ ら れる ため」「 気持ちが落ち着く ため」

を挙げた者が約 5 割以上を占め、 木材利用に対する 好感度の高さ が推測さ れま す。  

○木材が利用さ れる こ と を期待する 施設と し ては、「 保育園や学校などの保育施設・ 教育施設」

が最も 多く 約 70％、 次に「 旅館・ ホテルなどの宿泊施設」 が 51% と なったほか、「 ス ポーツ・

社会教育施設」 や「 病院や老人ホームなどの医療・ 福祉施設」 はいずれも 4 割程度と なってい

ま す。  

 

○こ のよ う に、 木材利用に対する 意識が高ま っている なか、 多く の人々が木材の利用を望む教育

施設をはじ めと する 公共建築物や非住宅分野での県産材利用など、都市部での県産材の利用拡

大を図る こ と によ り 、 都市住民の森林・ 林業に関する 理解の醸成が期待でき ま す。  

 

○一方で、木材製品を購入する 際に原料と なった木材の産地についてどのよ う なこ と を意識する

かと の問いに、「 産地は特に意識し ない」 と 回答し た人の割合は約 56％でし た。 ま た、「 県民

Web アンケート 」（ 令和 4(2022)年奈良県実施） によ る と 、 木製品を購入する 際に木の産地を

気にする かと の問いに、「 気にし ない」 と 回答し た人の割合は約 66％でし た。  

 

〇こ のよ う に、 消費者の多く が木材の産地を重視し ていないこ と から 、 県産材の利用を促進する

ためには、 県産材の魅力を効果的に発信し 、 認知度と 市場競争力を高め、「 奈良県産材を選ぶ

意味」 を消費者に丁寧に伝えていく ブラ ンディ ングの取組が必要です。  

 

 
【 出典： 内閣府 「 森林と 生活に関する 世論調査」  （ 令和 5(2023)年 10 月）】  

【 出典： 奈良県令和４ 年度「 県民 Web アン ケート 」 第 7 回「 奈良の木」 についてお聞き し ま す。（ 令和 4(2022)年 10 月）】  
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